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大
嶺
学
校
給
食
共
同
調

理
場
パ
ー
ト
調
理
員
募

集

各
種
手
当
の
お
知
ら
せ

募
集
人
員　

調
理
員
パ
ー
ト
１
人

勤
務
場
所

　

大
嶺
学
校
給
食
共
同
調
理
場

応
募
資
格　

健
康
な
人
（
※
特
に

調
理
師
免
許
の
有
無
は
問
い
ま

せ
ん
。）

職
務
内
容　

調
理
業
務

雇
用
条
件　

１
時
間
あ
た
り
単
価

７
３
８
円
（
※
片
道
２
㎞
以
上

■
児
童
扶
養
手
当

　

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父

又
は
母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る

児
童
や
、
父
又
は
母
が
重
度
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
養
育
し

て
い
る
家
庭
に
対
し
、
生
活
の
安

定
と
自
立
を
促
進
す
る
た
め
に
支

給
さ
れ
る
手
当
で
す
（
国
籍
は
問

い
ま
せ
ん
）。

の
場
合
に
は
通
勤
手
当
を
支
給

し
ま
す
。）

雇
用
期
間

　

９
月
か
ら
平
成
23
年
３
月
ま
で

勤
務
時
間

　

１
日　

６・５
時
間
程
度

応
募
方
法　

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
総
務
課
、
美
東
セ
ン
タ
ー

内
教
育
委
員
会
事
務
局
美
東
事

務
所
、
秋
吉
公
民
館
内
教
育
委

員
会
事
務
局
秋
芳
事
務
所
に
備

え
付
け
の
応
募
申
込
書
に
履
歴

書
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

応
募
締
切　

８
月
31
日
火　

17
時

15
分
ま
で
（
※
面
接
に
よ
り
採

用
決
定
を
行
う
予
定
で
す
。）

問
合
せ
先　

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
総
務
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

５
２
６
０
〕

※
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
所

得
制
限
な
ど
の
支
給
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

現
況
届
は
期
限
内
に　

現
在
、
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
に
は
、
現
況
届
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
８
月
31
日
火
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
を

さ
れ
な
い
場
合
は
、
手
当
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
を
支
給
し
ま
す　

８
月
10
日

火
に
、
指
定
さ
れ
た
口
座
に
手

当
を
振
り
込
み
ま
す
の
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
振
込
口
座
の

変
更
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
又
は
精
神
に
一
定
の
障
害

の
あ
る
満
20
歳
未
満
の
児
童
の

父
・
母
、
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
に
入

所
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
義

務
者
の
所
得
に
よ
り
制
限
が
あ

り
ま
す
。

所
得
状
況
届
を
忘
れ
ず
に　

現

在
、
特
別
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
に
は
、
所
得
状
況
届

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
11

日
水
か
ら
９
月
10
日
金
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
を

出
さ
れ
な
い
場
合
は
手
当
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
必
ず
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

■
特
別
障
害
者
手
当

　

障
害
の
状
態
が
重
く
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
、
特
別
の
介

護
を
必
要
と
す
る
満
20
歳
以
上
の

在
宅
の
障
害
者
に
対
し
て
、
月
額

２
６
，４
４
０
円
を
支
給
し
ま
す
。

た
だ
し
、
施
設
に
入
所
、
ま
た
は

入
院
が
３
ケ
月
以
上
継
続
す
る
場

合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
障
害
児
福
祉
手
当

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
の
障

害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
在
宅
の

障
害
児
に
対
し
て
、
月
額
１
４
，

３
８
０
円
を
支
給
し
ま
す
。
た
だ

し
、
施
設
入
所
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

■
美
祢
市
児
童
福
祉
手
当

　

身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
〜
３

級
）
ま
た
は
療
育
手
帳
を
お
持
ち

の
障
害
児
の
保
護
者
に
対
し
て
、

月
額
２
，０
０
０
円
を
支
給
し
ま

す
。

※
現
況
届
を
忘
れ
ず
に　

現
在
、

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児

福
祉
手
当
及
び
美
祢
市
児
童
福

祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
に

は
、
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
８
月
11
日
水
か
ら
９
月
10

日
金
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
期
限
内
に
届
出
を
さ
れ
な

い
場
合
に
は
手
当
が
受
給
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

地
域
福
祉
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

５
２
２
８
〕

司
法
書
士
サ
ラ
金
・
ヤ

ミ
金
無
料
電
話
相
談
会

検
察
審
査
会
Ｄ
Ｖ
Ｄ
貸

出
し
の
ご
案
内

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
を
有

す
る
国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば

れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
が
、
検

察
官
が
行
っ
た
不
起
訴
処
分
の
当

否
を
審
査
す
る
制
度
で
す
。現
在
、

検
察
審
査
会
で
は
、
こ
の
制
度
を

ド
ラ
マ
形
式
で
紹
介
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

の
貸
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
希
望
さ
れ
る
人
は
次
の
問
合

わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

山
口
検
察
審
査
会
事
務
局

〔
☎
０
８
３(

９
２
２)

９
１
０
５
〕

内　
　

容　

消
費
者
金
融
・
信
販

会
社
・
銀
行
等
へ
の
返
済
で
お

困
り
の
人
々
に
、
債
務
整
理
手

続
や
近
傍
司
法
書
士
事
務
所
の

紹
介
な
ど
、
問
題
解
決
に
向
け

て
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

実
施
日
時

９
月
４
日
土
（
10
時
〜
16
時
）

相
談
受
付
電
話
番
号

　

０
１
２
０

－

０
０
３

－

８
２
１

看
護
職
の
就
職
支
援

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
看
護
の
お
仕

事
さ
が
し
の
ご
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。

日　

時　

奇
数
月
第
４
木
曜
日

（
９
月
は
第
５
木
曜
日
10
時
〜

15
時
）　

９
月
30
日
、
11
月
25

日
、
１
月
27
日

会　

場　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宇
部

相
談
員　

看
護
職
再
就
業
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

問
合
せ
先　

㈳
山
口
県
看
護
協
会

〔
☎
０
８
３
５(

24)

５
７
９
１
〕

カ
ル
ス
ト
号
の
一
部
運

休
に
つ
い
て

８
月
22
日
日
の
カ
ル
ス
ト
号

は
、
第
45
回
全
国
都
道
府
県
対
抗

自
転
車
競
技
大
会
の
た
め
、
一
部

の
便
が
運
休
と
な
り
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、
運
休
と
な
る
便
は
左
記

の
と
お
り
で
す
。

●
８
時
50
分　

金
山
発

９
時
21
分　

秋
芳
洞
着

●
11
時
00
分　

秋
芳
洞
発

11
時
31
分　

金
山
着

問
合
せ
先　

地
域
情
報
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

１
１
２
８
〕

「
司
法
書
士
無
料
成
年

後
見
相
談
会
」
の
開
催

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
権
利
を

守
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
に
関

す
る
訪
問
相
談
を
無
料
で
受
け
付

け
ま
す
。
な
お
、
相
談
は
、
予
約

※
本
相
談
会
の
内
容
や
企
画
趣
旨

に
関
す
る
当
日
ま
で
の
問
い
合

わ
せ
に
つ
い
て
は
、
次
の
問
い

合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先　

山
口
県
青
年
司
法
書

士
協
議
会　

相
談
会
担
当　

司

法
書
士　

米
谷
盛
人

〔
下
関
市
細
江
新
町
３
番
45
号
・

☎
０
８
３(

２
３
４)
１
３
７
４・

FAX
０
８
３(

２
３
４)
１
３
９
０・

Ｅ
メ
ー
ルtoshi.kom

etani
@
w
orld.ocn.ne.jp

〕


